
第７２号議案 

 

     八王子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び 

に特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準に関する条 

例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり設定

するものとする。 

 

  令和４年６月８日 

 

                提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 八王子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営の基準に関する条例（平成２６年八王子市条例第３８号）の

一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （法定代理受領の場合の読替え）  （法定代理受領の場合の読替え） 

第５８条 特定子ども・子育て支援提供者が

法第３０条の１１第３項の規定により市町

村から特定子ども・子育て支援に係る施設

等利用費の支払を受ける場合における前２

条の規定の適用については、第５６条第１

項中「額」とあるのは「額から法第３０条

の１１第３項の規定により市町村から支払

を受けた施設等利用費の額を控除して得た

額」と、前条第１項中「利用料の額」とあ

るのは「利用料の額から法第３０条の１１

第３項の規定により市町村から支払を受け

た施設等利用費の額を控除して得た額」と、

前条第２項中「前項の場合において、」と

あるのは「法第３０条の１１第３項の規定

第５８条 特定子ども・子育て支援提供者が

法第３０条の１１第３項の規定により市町

村から特定子ども・子育て支援に係る施設

等利用費の支払を受ける場合における前２

条の規定の適用については、第５６条第１

項中「額」とあるのは「額から法第３０条

の１１第３項の規定により市町村から支払

を受けた施設等利用費の額を控除して得た

額」と、前条第１項中「利用料の額」とあ

るのは「利用料の額から法第３０条の１１

第３項の規定により市町村から支払を受け

た施設等利用費の額を控除して得た額」と、

前条第２項中「前項の場合において、」と

あるのは「法第３０条の１１第３項の規定



により市町村から特定子ども・子育て支援

に係る施設等利用費の支払を受ける」と、

「当該支払をした」とあるのは「当該市町

村及び当該」と、「交付しなければならな

い。」とあるのは「交付し、及び当該施設

等利用給付認定保護者に対し、当該施設等

利用給付認定保護者に係る施設等利用費の

額を通知しなければならない。ただし、当

該特定子ども・子育て支援が、特定子ども

・子育て支援施設等である認定こども園、

幼稚園若しくは特別支援学校又は法第７条

第１０項第５号に掲げる事業において提供

されるものである場合には、当該市町村及

び当該施設等利用給付認定保護者に対し、

特定子ども・子育て支援提供証明書を交付

することを要しない。」とする。 

により市町村から特定子ども・子育て支援

に係る施設等利用費の支払を受ける」と、

「当該支払をした」とあるのは「当該市町

村及び当該」と、「交付し」とあるのは

「交付し、及び当該施設等利用給付認定保

護者に対し、当該施設等利用給付認定保護

者に係る施設等利用費の額を通知し」とす

る。 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第６３条 （略） 第６３条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例

の規定による書面等による同意の取得につ

いて準用する。この場合において、第２項

各号列記以外の部分中「書面等の交付又は

提出」とあり、及び「書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」と

いう。）」とあるのは「書面等による同意」

と、「第４項」とあるのは「第６項におい

て読み替えて準用する第４項」と、「提供

する」とあるのは「得る」と、「書面等を

交付又は提出した」とあるのは「書面等に

よる同意を得た」と、同項第１号イ中「記

載事項」とあるのは「同意に関する事項」

と、「提供を受ける」とあるのは「同意を

行う」と、「受けない」とあるのは「行わ

ない」と、同項第２号中「記載事項」とあ

るのは「同意に関する事項」と、「交付す

る」とあるのは「得る」と、第３項中「前

項各号」とあるのは「第６項において読み

替えて準用する前項各号」と、第４項各号

列記以外の部分中「第２項」とあるのは

「第６項において読み替えて準用する第２

項」と、「記載事項を提供しよう」とある

のは「同意を得よう」と、「記載事項を提

供する」とあるのは「同意を得ようとする」

と、同項第１号中「第２項各号」とあるの

は「第６項において読み替えて準用する第

２項各号」と、前項中「前項」とあるのは

「第６項において読み替えて準用する前項」

と、「提供を受けない」とあるのは「同意

６ 第２項から前項までの規定は、この条例

の規定による書面等による同意の取得につ

いて準用する。この場合において、第２項

各号列記以外の部分中「書面等の交付又は

提出」とあり、及び「書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」と

いう。）」とあるのは「書面等による同意」

と、「第４項」とあるのは「第６項におい

て読み替えて準用する第４項」と、「提供

する」とあるのは「得る」と、「書面等を

交付又は提出した」とあるのは「書面等に

よる同意を得た」と、同項第１号イ中「記

載事項」とあるのは「同意に関する事項」

と、「提供を受ける」とあるのは「同意を

行う」と、「受けない」とあるのは「行わ

ない」と、同項第２号中「記載事項」とあ

るのは「同意に関する事項」と、第３項中

「前項各号」とあるのは「第６項において

読み替えて準用する前項各号」と、第４項

各号列記以外の部分中「第２項」とあるの

は「第６項において読み替えて準用する第

２項」と、「記載事項を提供しよう」とあ

るのは「同意を得よう」と、「記載事項を

提供する」とあるのは「同意を得ようとす

る」と、同項第１号中「第２項各号」とあ

るのは「第６項において読み替えて準用す

る第２項各号」と、前項中「前項」とある

のは「第６項において読み替えて準用する

前項」と、「提供を受けない」とあるのは

「同意を行わない」と、「第２項に規定す



を行わない」と、「第２項に規定する記載

事項の提供」とあるのは「この条例の規定

による書面等による同意の取得」と読み替

えるものとする。 

る記載事項の提供」とあるのは「この条例

の規定による書面等による同意の取得」と

読み替えるものとする。 

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の八王子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準に関する条例（以下「新

条例」という。）第５８条の規定により読み替えて適用する新条例第５７条第

２項の規定は、令和４年４月１日以後に行われる子ども・子育て支援法第３０

条の１１第１項に規定する特定子ども・子育て支援について適用し、同日前に

行われた特定子ども・子育て支援については、なお従前の例による。 



 


